
B　多機関共同研究（城西国際大学が主機関の場合）

（分担機関との手続き）

（修正の指示がある場合）

迅速審査に該当する場合通常審査に該当する場合

審査結果通知書（医様式19）の発行

承認 継続審査 不承認 非該当

事前準備

城西国際大学での準備 ・申請書類一式の作成、研究者の教育訓練受講および利益相反確認

・分担機関に「研究機関要件確認書（医様式26）」を作成依頼

※変更申請時は不要

分担機関での準備 ・分担機関の研究者の教育訓練受講および利益相反確認

・「研究機関要件確認書（医様式26）」の作成 ※変更申請時は不要

申請書類の提出

(研究者等全員分の利益相反自己申告書、研究倫理教育プログラム受講修了証含む）

研究推進課にメールで提出（research-c@jiu.ac.jp）

「研究機関要件確認書（医様式26）」を添付 ※変更申請時は不要

事務局による事前確認

委員会受理（申請区分の判断）

委員会による審査

（年6回）

※ヒアリングのため、研究責任者の

待機（出席）が必須

委員会（委員2名）による

迅速審査

委員長による確認

修正の上、書類の再提出

研究計画を見直しの上、改めて申請書の提出が必要

学長への実施許可願

「実施許可願書（医様式22-1）」を学長に提出

学長による実施許可

「実施許可通知書（医様式23-1）」の発行（学長）

研究開始

報告事項に該当する場合

委員会による受理

※「審査結果通知書（医様式

19）」は 発行されますが、学長

からの「実施許可通知書（医様式

23-1）」は発行されません。

中止停止

事務局による確認、

委員会への報告

委員会（委員2名）による

予備審査

「審査結果通知書（写）」を

分担機関の研究責任者へ提出

分担機関の研究実施許可（写）を

本学委員会へ提出

受理されたことを

分担機関と情報共有
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